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（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人秋田県立大学会計規程（以下「会計規程」という。）

に基づき、公立大学法人秋田県立大学（以下「法人」という。）が執行する工事につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 （工事の執行方法） 

第２条 工事執行の方法は、請負とする。 

 （契約責任者） 

第３条 法人における工事の契約事務は、財務を担当する理事を契約責任者とする。 

 （契約の保証） 

第４条 契約責任者は、工事の請負契約を締結しようとするときは、契約事務規程第２６

条の規定により、債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証会社）の保証を契約者に求める

ものとする。 

２ 前項の保証に係る契約保証の額は請負代金の１０分の１以上の額とし、保証期限は工

期を含むものとする。 

３ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の１０分の１に達

するまで、契約責任者は、保証の額の増額を請求することができ、契約者は、保証の額

の減額を請求することができる。 



 （権利義務の譲渡等） 

第５条 契約者は、契約を締結したことによって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、書面により契

約責任者の承認を求めることができる。 

  一 債権を譲渡しようとするとき。 

  二 契約者が死亡し、又は契約者としての資格を喪失した場合において、承継人又は当

該契約者が継続して契約を履行しようとするとき。 

２ 契約責任者は、前項ただし書の規定による申請が次の各号に掲げる場合においては、

承認するとともに承認事項を申請者に通知しなければならない。 

  一 契約履行について紛争がないとき。 

  二 所定の期限内に工事の完成が可能と認められたとき。 

  三 その他契約の義務に違反する事実がないとき。 

  （下請負届） 

第６条 契約者は、工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、直ちに下請

負届を契約責任者に提出しなければならない。 

２ 契約責任者は、前項の届出による下請負人が工事の施行について、不適当であると認

めるときは、変更させることができる。 

  （工事の着工等） 

第７条 契約者は、契約締結後１０日以内に工事の工程表を作成し、契約責任者に提出し

なければならない。 

２ 契約者は、設計図書に基づいて、所定の期限内に工事を完成しなければならない。 

３ 契約者は、契約の締結後１０日以内に工事に着手するとともに着手届を契約責任者に

提出しなければならない。 

  （契約者の使用者責任） 

第８条 契約者は、その使用者の行為に関し一切の責を負わなければならない。 

  （特許権等の使用） 

第９条 工事の施行にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を

使用するときは、契約者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た

だし、設計図書にその施行方法を指定した場合において、特許権その他第三者の権利の

対象である旨の明示がなく、かつ、契約者がその存在を知らなかった場合は、契約責任

者は、契約者に対しその使用について要した費用を支払うものとする。 

  （工事監督者） 

第１０条 契約責任者は、工事の施行について自己に代って会計規程第４０条第１項に規

定する監督を行わせるために、工事監督者を命じたときは、契約者に通知するものとす

る。 

２ 工事監督者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。 



  一 工事の施行に立ち会い、又は必要な監督をし、及び契約者の現場代理人に対して指

示を与えること。 

  二 設計図書に基づいて、監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は契

約者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与えること。 

  三 工事用材料及び工作物の検査及び試験を行なうこと。 

３ 前項の規定に基づく工事監督者の指示又は承認は、原則として書面をもって行わなけ

ればならない。 

（現場代理人等） 

第１１条 契約者は、次に掲げる者を定めて、書面で契約責任者に通知しなければならな

い。現場代理人、主任技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）、監理技術者（法第

２６条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）、監理技術者補佐（法第２６

条第３項ただし書に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。）又は専門技術者（法

第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）を変更したときも同様とする。 

 一 現場代理人 

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 

㈠ ㈡に掲げる場合以外の場合 主任技術者（法第２６条第３項本文に規定する建設

工事の場合にあっては、専任の主任技術者） 

㈡ 法第２６条第２項に該当する場合 監理技術者（法第２６条第３項本文に規定す

る建設工事の場合にあっては、専任の監理技術者（同項ただし書の規定を適用する

場合にあっては、監理技術者及び監理技術者補佐）） 

三 専門技術者 

２ 前項の場合において、現場代理人は、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又

は主任技術者をいう。以下同じ。）又は専門技術者を兼ねることができる。 

３ 契約者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、工事監督者の監督又は指示に従い、工

事現場の取締りその他工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、契

約責任者が工事の施工上支障がないと認めるときは、契約者又は現場代理人は、工事現

場に常駐することを要しない。 

４ 工事監督者は、現場代理人、監理技術者等、使用人又は労務者について、工事の施行

又は管理につき不適当と認められる者があるときは、その事由を明示して契約者に対し

てその交代を求めることができる。 

 （材料品等の検査） 

第１２条 工事に使用する材料で、品質、品名等が明らかでないものについては、それぞ

れ中等以上のものとする。 

２ 契約者は、設計図書において工事監督者の検査を受けて使用すべきものと指定された

工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 



３ 工事監督者は、契約者から前項の規定による検査を求められたときは、すみやかにこ

れに応じなければならない。 

４ 第２項の材料を検査するために直接必要な費用は、契約者の負担とする。 

５ 検査の結果、不合格と決定した材料については、契約者は、工事監督者の指示に従っ

て遅滞なく引き取らなければならない。 

６ 契約者は、工事監督者の承認を受けなければ工事現場に搬入した検査済材料を持ち出

すことはできない。 

 （材料品の調合等） 

第１３条 契約者は、設計図書において工事監督者の立会いのうえ調合し、又は調合につ

いて見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合

し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 契約者は、設計図書において工事監督者の立会いのうえ施行するものと指定された工

事については、当該立会いを受けて施行しなければならない。 

３ 工事監督者は、契約者から前２項の規定による立会い又は見本検査を求められたとき

は、すみやかにこれに応じなければならない。 

 （貸与品及び支給材料） 

第１４条 契約責任者から契約者への貸与品又は支給材料の品名、数量、品質、規格又は

性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 契約者は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく契約責任者に借用証書又

は受領書を提出しなければならない。 

３ 工事監督者は、貸与品又は支給材料につき、契約者の立会いのもとに検査しなければ

ならない。この場合において、契約者は、その品質又は規格が使用に適当でないと認め

たときは、その旨を書面で契約責任者に通知しなければならない。 

４ 使用済の貸与品又は工事の完成若しくは変更によって不用となった支給材料があると

きは、契約者は、直ちに返還しなければならない。 

５ 契約者は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならな

い。 

６ 契約者の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し、若しくはき損し、又

はその返還が不可能となったときは、契約責任者の指定した期間内に代品を納め、若し

くは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （設計図書に不適合の場合の改造義務） 

第１５条 工事の施行が設計図書に適合しない場合において、工事監督者からその改造の

要求があつたときは、契約者は、これに従わなければならない。この場合において、当

該不適合が契約責任者の責に帰すべき事由によるときは、契約責任者は必要に応じ工期

又は契約金額を変更しなければならない。 

 （設計図書の誤謬等の通知等） 



第１６条 工事の施行にあたり、設計図書に誤謬若しくは脱漏があるとき、又は地盤等工

事の施行につき予期することのできない状態が発見されたときは、契約者は、直ちに書

面をもって工事監督者に通知しなければならない。 

２ 工事監督者は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行ない、契約者に対して指

示を与えなければならない。 

 （災害の臨機の措置） 

第１７条 契約者は、災害防止等のため、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。 

２ 前項の場合において、契約者は、そのとった措置について遅滞なく工事監督者に通知

しなければならない。 

３ 工事監督者は、災害防止等のため特に必要と認めたときは、契約者に対して臨機の措

置をとることを求めることができる。この場合においては、契約者は、直ちにこれに応

じなければならない。 

４ 第１項及び前項の措置に要した経費の負担については、双方協議のうえ、これを定め

る。 

 （危険の負担） 

第１８条 契約者は、天災その他不可抗力によって工事の目的物についてその引渡前に損

害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を契約責任者に通知しなければ

ならない。 

２ 契約責任者は、前項の通知を受けたときは、前項の損害の調査を行い、その状況を確

認しなければならない。 

３ 第１項の損害のうち、契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものと

認められるものを除いた部分については、契約責任者が約定によりこれを負担するもの

とする。 

 （工事の変更、中止等） 

第１９条 契約責任者は、必要があるときは、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止

し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は期限を変更する

必要があるときは、双方協議のうえ、書面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、契約金額の変更見込額が当該契約金額の１０分の３をこえる工

事にあっては、現に施行中の工事と分離して施行することが著しく困難なものを除き別

途契約をするものとする。 

３ 第１項の場合において、契約者が著しい損害を受けたときは、その損害を賠償する。 

４ 賠償額は、双方協議のうえ、これを定める。 

   (期限の延長) 

第２０条 契約者は、天候不良その他契約者の責に帰することのできない事由又は正当な

事由により期限内に工事を完成することができないときは、契約責任者に対して遅滞な



く事由を付して期限の延長を求めることができる。 

２ 前項の場合において、契約責任者は、事実を調査し、事由があると認めたときは、契

約者と協議して延長日数を定める。 

 （契約金額等の変更） 

第２１条 契約責任者又は契約者は、経済情勢の激変により契約金額が著しく不適当とな

ったときは、相手方に対して契約金額又は工事内容の変更を求めることができる。 

 （検査及び引渡し） 

第２２条 契約者は、工事が完成したときは、すみやかに契約責任者に工事完成の届出を

しなければならない。 

２ 契約責任者は、前項の届出を受けたときは、すみやかに検査員に検査を行わせ、当該

検査に合格したものについては、直ちにその引渡しを受けるものとする。 

３ 前項の検査に合格しないときは、契約者は、契約責任者の指定する期間内に自己の負

担においてこれを補修し、又は改造して契約責任者の再検査を受けなければならない。 

４ 第２項の規定は、前項の検査について準用する。 

 （完成部分の使用） 

第２３条 契約責任者は、工事の一部が完成した場合において、検査員に当該部分の検査

を行わせ、当該検査に合格したものについては、その合格部分の全部又は一部を契約者

の同意を得て、使用することができる。 

２ 必要があるときは、工事の未完成部分についても契約者の同意を得て、使用すること

ができる。 

３ 前２項の場合において、契約責任者は、その使用部分について保管の責任を負い、そ

の使用により契約者に損害をおよぼしたときは、その損害を賠償する。 

４ 前項の賠償額は、双方協議のうえ、これを定める。 

 （損害金） 

第２４条 契約責任者は、所定の期限内に工事の引渡しがないときは、契約者から遅延日

数に応じ、契約金額から出来高部分に相当する契約金額を控除した額に、政府契約の支

払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭和２４年１２月大蔵省告示第９９１号）に

定める率（以下「支払遅延利息率」という。）を乗じて計算した額の損害金を徴収する。 

２ 前項の損害金は、契約金支払のときに控除し、なお不足があるときは、別に徴収する。 

 （契約不適合責任の期間） 

第２５条  契約者は、第２２条に規定する工事の引渡しの日から２年間工事の目的物が種

類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合におけるその不適合（以下

この条において「契約不適合」という。）を担保する責任を負い、及びそれによって生

じた損害を賠償しなければならない。ただし、その契約不適合が契約者の故意又は重大

な過失により生じたものであるときは、その期間は１０年間とする。 

 （前払金） 



第２５条の２ 契約者は、第４条の規定による保証事業会社との保証契約に基づき、前払

金を請求することができる。 

２ 前払金の範囲及び割合は別に定める。 

 （部分払） 

第２６条 工事の既済部分が１０分の３以上のものについては、その１０分の９を限度と

して約定により部分払をすることができる。 

（部分払をする場合の前払金の精算） 

第２６条の２ 前金払をした工事の既成部分の部分払をする場合は、前条の規定により計

算した額から、その額に契約金額に対する前払金額の割合を乗じて得た額を控除しなけ

ればならない。 

２ 設計変更等の事由により契約金額が減額した場合において、さきに支出した前払金が

減額した契約金額に対して所定の率を超えるときは、前条の規定により計算した額から、

変更後最初の部分払をするときにその超える部分の額を控除しなければならない。 

 （義務違反による前払金の返還） 

第２６条の３ 契約者は、次の各号の一に該当する場合は、前払金の全部又は一部を返還

しなければならない。 

一 前払金をその工事以外の目的に使用したとき。 

二 契約義務を履行しないとき。 

三 天災その他不可抗力の事由により工事を打ち切ったとき。 

 （契約責任者の解除権） 

第２７条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 

  一 契約者の責に帰すべき事由により期限内又は期限後相当の期間内に工事を完成する

見込みがないと明らかに認められるとき。 

  二 正当な事由なしに所定の着手期日を過ぎても着工しないとき。 

  三 建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。 

  四 前各号のほか、契約者が契約に違反し、契約の目的を達成することができないとき。 

２ 前項の規定により、契約を解除した場合において、工事の出来高部分で検査に合格し

たものは、法人の所有とし、その部分に対する契約金相当額を支払う。 

３ 前項の場合において、前払金を支払っているときは、前払金を差引精算し、前払金額

に残額のあるときは、契約者はこれに前払金の支払の日から返還の日までの期間の日数

に応じ支払遅延利息率を乗じて計算した金額に相当する額の利息を当該残額に加えた額

を返還しなければならない。 

 （契約者の解除権） 

第２８条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する事由のある場合は、契約を解除する

ことができる。 

  一 第１８条第１項の規定により工事を変更したため、契約金額が３分の１以下に減少



したとき又は工事中止の期間が所定の工期の２分の１以上に達したとき。 

  二 契約責任者が契約に違反し、工事を完成することが不可能となったとき。 

２ 前項の規定により契約の解除をした場合は、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 この場合において、同条第３項中「これに前払金の支払の日から返還の日までの期間の

日数に応じ支払遅延利息率を乗じて計算した金額に相当する額の利息を当該残額に加え

た額を」とあるのは、「これを」と読み替える。 

 （解除による物件等の引渡し及び引取り） 

第２９条 契約を解除した場合において、契約者は、貸与品、支給材料等を契約責任者に

返還し、契約者が引渡しを受けるべき物件があるときは、双方協議のうえ定めた期間内

にこれを引き取らなければならない。 

２ 契約者が、前項の期間内に物件の引取りをしないときは、契約責任者は、その物件を

処分する。この場合において、契約者は、この処分について異議を申し出ることができ

ないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。 

 （異議の申出） 

第３０条 契約者は、工事監督者についてその監督又は指示が不適当と認められるときそ

の他不当な行為があると認められるときは、その事由を明示した書面をもって、契約責

任者に対してその旨を申し出ることができる。 

２ 契約責任者は、前項の申出を受理したときは、遅滞なく必要な措置を講じ、その旨を

書面をもって通知する。 

  （紛争の解決) 

第３１条 契約履行について紛争を生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会の

あっせん又は調停により解決するものとする。 

２ 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停

を打ち切った場合において、その旨の通知を受けたときは、その紛争を、建設業法によ

る建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。 

 （火災保険等） 

第３２条 契約責任者は、必要があると認めるときは、契約者に対して、工事目的物及び

支給した材料品等に火災保険その他の保険を付させることができる。 

２ 前項の保険の時期、期間、金額及び保険会社については、双方協議のうえ、これを定

めるものとし、契約者は、保険契約後、その証書を契約責任者に提示しなければならな

い。 

 （手続の省略）  

第３３条 見積金額２００万円未満の工事の施行については、次の各号に掲げる手続又は

行為を省略することができる。 

  一 工事の工程表の作成 

  二 工事の着手届の提出 



  三 現場代理人及び主任技術者選任の届出 

 （雑則） 

第３４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２０年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年９月３０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年８月２１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年５月１２日から施行する。 


